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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザのチャンネル切り替え操作に関する情報を受信する受信部と、
　前記ユーザのチャンネル切り替え操作後に、第１番目に視聴した第１の番組の評価値を
、前記チャンネルを切り替えることなく、第２番目に視聴した第２の番組の評価値より相
対的に高くなるように、番組毎に評価値を設定する設定部と、
　前記番組毎に設定された評価値を記憶する記憶部を備える電子機器。
【請求項２】
　前記チャンネルを切り替えることなく、前記第２の番組に続いて視聴される第３の番組
の評価値は前記第２の番組の評価値より相対的に低くなるように設定する請求項１に記載
の電子機器。
【請求項３】
　前記チャンネル切り替え操作に関する情報は、電子番組表を用いた前記ユーザの視聴番
組指定操作による視聴番組指定操作履歴を含む請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記設定部は、ある番組を視聴中に他の番組の視聴が指定され、予め設定された所定時
間以内に前記ある番組の視聴が指定された場合は、前記ある番組の評価値を前記他の番組
の評価値より相対的に高くする請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記請求項１に記載の電子機器に向けて前記チャンネル切り替え操作に関する情報を出
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力する電子機器。
【請求項６】
　ユーザのチャンネル切り替え操作に関する情報を受信するステップと、
　前記ユーザのチャンネル切り替え操作後に、第１番目に視聴した第１の番組の評価値を
、前記チャンネルを切り替えることなく、第２番目に視聴した第２の番組の評価値より相
対的に高くなるように、番組毎に評価値を設定するステップと、
　前記番組毎に設定された評価値を記憶するステップを備える電子機器の制御方法。
【請求項７】
　前記チャンネルを切り替えることなく、前記第２の番組に続いて視聴される第３の番組
の評価値は前記第２の番組の評価値より相対的に低くなるように設定する請求項６に記載
の電子機器の制御方法。
【請求項８】
　前記チャンネル切り替え操作に関する情報は、電子番組表を用いた前記ユーザの視聴番
組指定操作による視聴番組指定操作履歴を含む請求項６に記載の電子機器の制御方法。
【請求項９】
　前記設定するステップでは、ある番組を視聴中に他の番組の視聴が指定され、予め設定
された所定時間以内に前記ある番組の視聴が指定された場合は、前記ある番組の評価値を
前記他の番組の評価値より相対的に高くする請求項８に記載の電子機器の制御方法。
【請求項１０】
　前記請求項６に記載の電子機器に向けて前記チャンネル切り替え操作に関する情報を出
力する電子機器の制御方法。
【請求項１１】
　ユーザのチャンネル切り替え操作に関する情報を受信するステップと、
　前記ユーザのチャンネル切り替え操作後に、第１番目に視聴した第１の番組の評価値を
、前記チャンネルを切り替えることなく、第２番目に視聴した第２の番組の評価値より相
対的に高くなるように、番組毎に評価値を設定するステップと、
　前記番組毎に設定された評価値を記憶するステップを備え、電子機器を制御する電子機
器の制御プログラム。
【請求項１２】
　前記チャンネルを切り替えることなく、前記第２の番組に続いて視聴される第３の番組
の評価値は前記第２の番組の評価値より相対的に低くなるように設定する請求項１１に記
載の電子機器の制御プログラム。
【請求項１３】
　前記チャンネル切り替え操作に関する情報は、電子番組表を用いた前記ユーザの視聴番
組指定操作による視聴番組指定操作履歴を含む請求項１１に記載の電子機器の制御プログ
ラム。
【請求項１４】
　前記設定するステップでは、ある番組を視聴中に他の番組の視聴が指定され、予め設定
された所定時間以内に前記ある番組の視聴が指定された場合は、前記ある番組の評価値を
前記他の番組の評価値より相対的に高くする請求項１３に記載の電子機器の制御プログラ
ム。
【請求項１５】
　前記請求項１１に記載の電子機器に向けて前記チャンネル切り替え操作に関する情報を
出力する電子機器の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、サーバ、電子機器、サーバの制御方法、サーバの制御プログラム
に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ユーザによって視聴したＴＶ（テレビ）番組情報を蓄積し、この蓄積された視聴履歴か
らユーザの嗜好を推測する技術の開示がある。
【０００３】
　しかし、チャンネルが切り替えられた後に、そのまま連続して後続の番組も視聴される
ことがあるが、例えば、この後続番組は、視聴番組履歴として蓄積されない場合がある。
【０００４】
　このため、ユーザの嗜好を推測する技術の新たな開示が待たれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２５７４０５号公報
【特許文献２】特開２００７－２０２０９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ユーザによって視聴したＴＶ（テレビ）番組情報を蓄積し、この蓄積された視聴履歴か
らユーザの嗜好を推測する技術の開示がある。
【０００７】
　しかし、実際には、チャンネルが切り替えられた後に、そのまま連続して後続の番組も
視聴されることがあるが、例えば、この後続番組は、視聴番組履歴として蓄積されない場
合がある。
【０００８】
　このため、ユーザの嗜好を推測する新たな技術の提供が待たれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　実施形態の電子機器は、ユーザのチャンネル切り替え操作に関する情報を受信する受信
部を備える。
【００１０】
　また、前記ユーザのチャンネル切り替え操作後に、第１番目に視聴した第１の番組の評
価値を、前記チャンネルを切り替えることなく、第２番目に視聴した第２の番組の評価値
より相対的に高くなるように、番組毎に評価値を設定する設定部を備える。
【００１１】
　また、前記番組毎に設定された評価値を記憶する記憶部を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に係わるサーバを用いた、番組視聴システムの一例を示す図。
【図２】実施形態に係わる番組視聴システムで用いられる電子機器（テレビ）の構成を示
す図。
【図３】実施形態に係わる番組視聴システムで用いられるサーバの構成を示す図。
【図４】実施形態に係わる番組視聴システムで用いられる電子機器（タブレット）の構成
を示す図。
【図５】実施形態に係わる番組視聴システムにおいて、ユーザが番組を指定し、チャンネ
ルを切り替えるようすを示す図。
【図６】実施形態に係わるサーバにおいて、ユーザの視聴番組指定操作履歴に基づいて、
予め設定されたルールで、番組毎に設定された重みを示す図。
【図７】他の実施形態に係わる番組視聴システムにおいて、ユーザが番組を指定し、チャ
ンネルを切り替えるようすを示す図。
【図８】他の実施形態に係わるサーバにおいて、ユーザの視聴番組指定操作履歴に基づい
て、予め設定されたルールで、番組毎に設定された重みを示す図。
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【図９】他の実施形態に係わる番組視聴システムにおいて、ユーザが番組を指定し、チャ
ンネルを切り替えるようすを示す図。
【図１０】他の実施形態に係わるサーバにおいて、ユーザの視聴番組指定操作履歴に基づ
いて、予め設定されたルールで、番組毎に設定された重みを示す図。
【図１１】実施形態に係わるサーバの動作を説明するフローチャート。
【図１２】実施形態に係わるサーバを用いた、番組視聴システムの他の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照し、実施の形態を説明する。
【００１４】
　図１は、実施形態に係わるサーバを用いた、番組視聴システムの一例を示す図である。
【００１５】
　ここでは、ＴＶ（テレビ）番組の視聴に関する構成を示している。
【００１６】
　電子機器（テレビ）１３は、放送を受信し、その映像表示部に受信した放送番組を出力
する。
【００１７】
　電子機器（タブレット）１２は、サーバ１１と、例えば、インターネット等のネットワ
ークを介して接続され、通信する、ネットワーク機能を備える電子端末である。
【００１８】
　この電子機器（タブレット）１２は、ここでは、コントロールデバイスとして動作する
。そして、電子機器（タブレット）１２は、電子機器（テレビ）１３とＷｉ－ＬＡＮ等の
ネットワーク機能を介して接続され、通信を行うことが可能である。
【００１９】
　この電子機器１２は、例えば、スマートフォンや、タブレットＰＣ等で構成される。
【００２０】
　そして、図１に示すように、この実施形態においては、サーバ１１は、コントロールデ
バイス（電子機器（タブレット）１２）に対して、電子番組表を配信する。
【００２１】
　そして、例えば、ユーザ操作に応じ、コントロールデバイス（電子機器（タブレット）
１２）は、その表示画面上に上記受信した電子番組表を表示する。
【００２２】
　ユーザは、この電子番組表から所望の視聴番組を指定することが可能である。
【００２３】
　そして、この実施形態においては、ユーザが、上記電子番組表から番組を指定した際に
は、電子機器（タブレット）１２は、ＴＶ（テレビ）１３に対し、指定されたチャンネル
への切り替え指示（視聴指示）を要求する。
【００２４】
　また、電子機器（タブレット）１２は、サーバ１１に対し、チャンネル切り替えのユー
ザ履歴（ユーザの視聴番組指定操作履歴を含む、番組の視聴履歴データ）を通知する。
【００２５】
　なお、この際、チャンネル切り替え履歴の通知方法として、チャンネル切り替え指示を
受けたＴＶ（テレビ）１３からサーバ１１へ通知したり、ＴＶ（テレビ）１３からコント
ロールデバイス（電子機器（タブレット）１２）に通知した後、コントロールデバイス（
電子機器（タブレット）１２）からサーバへ通知したりするように構成することも可能で
ある。
【００２６】
　すなわち、この実施形態のサーバ１１は、例えば、電子機器（タブレット）１２から出
力された、ユーザの視聴番組指定操作履歴を含む、番組の視聴履歴データを受信する受信
部（ネットワーク通信装置３１）を備える。
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【００２７】
　また、上記ユーザの視聴番組指定操作履歴に基づいて、予め設定されたルールで、番組
毎に重みを設定する設定部（ユーザ嗜好算出部３２ｃ）を備える。
【００２８】
　また、上記番組毎に設定された重みを記憶する記憶部（ユーザ履歴データベース３２ａ
）を備える。
【００２９】
　図２は、実施形態に係わる番組視聴システムで用いられる電子機器（テレビ）の構成を
示す図である。
【００３０】
　図２に示すように、電子機器（テレビ）１３は、放送を受信するチューナ等のＴＶ放送
受信装置２１、上記ネットワークに接続するネットワーク通信装置２２、図示しないリモ
ートコントローラ（リモコン）から送信されるリモコン信号を受信するリモコン受信装置
２３、受信した放送番組の映像を表示する表示画面２４、受信した放送番組の音声を出力
するスピーカ２５、電子機器（テレビ）１３の主な制御を行なうメイン制御部２６を備え
ている。
【００３１】
　また、このメイン制御部２６は、例えば、テレビ番組再生部２６ａ、電子番組表制御部
２６ｂ、チャンネル切り替え制御部２６ｃ、ネットワーク通信制御部２６ｄを備えている
。
【００３２】
　図３は、実施形態に係わる番組視聴システムで用いられるサーバの構成を示す図である
。
【００３３】
　図３に示すように、サーバ１１は、ネットワークに接続し、通信するネットワーク通信
装置３１、サーバ１１の主な制御を行なうメイン制御部３２を備えている。
【００３４】
　また、このメイン制御部３２は、例えば、電子番組表データベース３２ａ、ユーザ履歴
データベース３２ｂ、ユーザ嗜好算出部３２ｃ、ネットワーク通信制御部３２ｄを備えて
いる。
【００３５】
　図４は、実施形態に係わる番組視聴システムで用いられる電子機器（タブレット）の構
成を示す図である。
【００３６】
　図４に示すように、電子機器（タブレット）１２は、ネットワークに接続し、通信を行
なうネットワーク通信装置４１、タッチセンサーやキーボード等の入力装置４２、映像等
を表示する表示画面４３、音声を出力するスピーカ４４、電子機器（タブレット）１２の
主な制御を行なうメイン制御部４５を備えている。
【００３７】
　また、このメイン制御部４５は、例えば、電子番組表制御部４５ａ、ＴＶコマンド制御
部４５ｂ、ユーザ履歴取得部４５ｃ、ネットワーク通信制御部４５ｄを備えている。
【００３８】
　すなわち、上記のように、従来から、ユーザによって視聴したＴＶ（テレビ）番組情報
を蓄積し、この蓄積された視聴履歴からユーザの嗜好を推測する技術の開示がある。
【００３９】
　しかし、実際には、チャンネルが切り替えられた後に、そのまま連続して後続の番組も
視聴されることがあるが、例えば、この後続番組は、視聴番組履歴として蓄積されない場
合がある。
【００４０】
　例えば、実際のユーザの利用シーンを考えると、１度チャンネルを切り替えた後に、同
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じ放送チャンネルで連続して放送される番組が視聴されることがあるが、例えば、この連
続した番組は、視聴履歴として蓄積されないことがある。
【００４１】
　そこで、この実施形態では、ユーザがチャンネルボタンや、電子番組表からの番組表の
選択により、番組指定を２回行なった（チャンネルを２回切り替えた）間に、番組が放送
されていた場合には、例えば、その２回の番組指定の間の放送番組を全て視聴番組として
記録する。
【００４２】
　また最初に指定された（最初に切り替えられた）番組から、それに連続する番組に変わ
る度に、ユーザ嗜好に関する重みづけを設定して、視聴履歴として記録する。
【００４３】
　図５は、実施形態に係わる番組視聴システムにおいて、ユーザが番組を指定し、チャン
ネルを切り替えるようすを示す図である。
【００４４】
　ここでは、例えば、サーバ１１は、電子機器（テレビ）１３もしくはコントロールデバ
イス（電子機器（タブレット））１２から、１９：００時のタイミングで「チャンネルＡ
」に切り替えられ（５１）、２２：００時に「チャンネルＢ」に切り替えられた（５２）
ことが通知される。
【００４５】
　この時、サーバ１１は、１９：００時から２２：００時までの「チャンネルＡ」の放送
番組である「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－１」、「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－２」、「Ｐｒｏｇｒａ
ｍ　Ａ－３」、および２２：００時からの「チャンネルＢの放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　
Ｂ－１」を、ユーザが視聴した番組（視聴番組）として、ユーザ履歴データベース３２ｂ
に格納する。
【００４６】
　また、この実施形態においては、サーバ１１は、この際、実際にユーザが番組を指定（
チャンネル切り替え）したときに開始される「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－１」および「Ｐｒｏ
ｇｒａｍ　Ｂ－１」を、例えば、最もユーザが、興味がある番組として重みづけして記録
する。
【００４７】
　そして、例えば、ユーザが切り替えた番組の次の番組の「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－２」は
、「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－１」よりも重みづけを低くして記録する。その後の番組である
「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－３」は「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－２」よりもさらに重みづけを低く
して記録する。
【００４８】
　図６は、実施形態に係わるサーバにおいて、ユーザの視聴番組指定操作履歴に基づいて
、予め設定されたルールで、番組毎に設定された重みを示す図である。
【００４９】
　ここでは、例えば、上記図５で説明したユーザ履歴データベース３２ａへの記録例を示
している。
【００５０】
　すなわち、図６に示すように、「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－１」６１および「Ｐｒｏｇｒａ
ｍ　Ｂ－１」６４を、例えば、最もユーザが、興味がある番組として重みづけして、重み
「１００」と記録する。
【００５１】
　また、例えば、ユーザが切り替えた番組の次の番組の「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－２」６２
は、「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－１」６１よりも重みづけを低くして、重み「５０」と記録す
る。
【００５２】
　また、その後の番組である「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－３」６３は、「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ
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－２」６２よりもさらに重みづけを低くして、重み「２０」と記録する。
【００５３】
　図７は、他の実施形態に係わる番組視聴システムにおいて、ユーザが番組を指定し、チ
ャンネルを切り替えるようすを示す図である。
【００５４】
　図７に示すように、ユーザが番組（「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－３」）の途中で、別のチャ
ンネル（「チャンネル　Ｂ」）に切り替え（７２）、また元の番組（「Ｐｒｏｇｒａｍ　
Ａ－３」）の視聴に戻ってきた（７３）場合の例を示している。
【００５５】
　例えば、ザッピングと区別するために、この別のチャンネル（「チャンネル　Ｂ」）に
切り替え（７２）、また元の番組（「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－３」）の視聴に戻ってきた（
７３）時間が、予め決められた時間（例えば、１分間程度）よりも長い場合に、上記処理
を行うようにしても良い。
【００５６】
　このとき、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－１」、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－２
」は、上記と同様の重みづけとなる。
【００５７】
　また、ここでは、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－３」は、放送の途中で、別の放送番
組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｂ－３」に切り替えられたが、その後、再度視聴されている。この
ため、例えば、視聴する意思があると判断し、重みを高く設定する。
【００５８】
　なお、この際、途中で放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｂ－３」に切り替えられた時間の長
さにより、重みづけの点数を変更する等を行なっても良い。
【００５９】
　また、この放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｂ－３」は、途中で視聴されたものの、再度別
の番組に切り替えられた。このため、比較的低めの重みづけとしている。
【００６０】
　なお、これも放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｂ－３」に切り替えられた時間の長さにより
重みづけの点数を変更する等しても良い。
【００６１】
　また、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－４」は、最後に切り替えられた次の番組として
放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－２」と同等の重み付け（点数）としている。
【００６２】
　図８は、他の実施形態に係わるサーバにおいて、ユーザの視聴番組指定操作履歴に基づ
いて、予め設定されたルールで、番組毎に設定された重みを示す図である。
【００６３】
　ここでは、例えば、上記図７で説明したユーザ履歴データベース３２ａへの記録例を示
している。
【００６４】
　すなわち、図８に示すように、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－１」８１、放送番組「
Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－２」５０は、上記と同様の重みづけ、すなわち、それぞれ、
重み「１００」、重み「５０」と記録する。
【００６５】
　また、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－３」８３は、放送の途中で、別の放送番組「Ｐ
ｒｏｇｒａｍ　Ｂ－３」８５に切り替えられたが、その後、再度視聴されている。このた
め、例えば、視聴する意思があると判断し、重みを高く、重み「１００」と設定する。
【００６６】
　また、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｂ－３」８５は、途中で視聴されたものの、再度別
の番組に切り替えられた。このため、比較的低めの重みづけ、重み「１０」としている。
【００６７】
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　また、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－４」８４は、最後に切り替えられた次の番組と
して放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－２」８２と同等の重み付け、重み「５０」としてい
る。
【００６８】
　図９は、他の実施形態に係わる番組視聴システムにおいて、ユーザが番組を指定し、チ
ャンネルを切り替えるようすを示す図である。
【００６９】
　ここでは、図９に示すように、時刻「１９：５８」９１、すなわち、放送番組「Ｐｒｏ
ｇｒａｍ　Ａ－１」の終了直前に、ユーザが番組を切り替えた例を示している。
【００７０】
　ここでは、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－１」の途中ではあるが、放送終了直前のタ
イミングのため、ユーザが視聴する意思はないものとして、ユーザ視聴履歴には記録しな
い。
【００７１】
　また、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－２」は、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－１」
に切り替えられてから２番目に放送される番組になるが、上記のように、放送番組「Ｐｒ
ｏｇｒａｍ　Ａ－１」はユーザが視聴する意思のない番組であると判断し、放送番組「Ｐ
ｒｏｇｒａｍ　Ａ－２」を1番目の視聴番組として重みを高く設定して記録する。
【００７２】
　また、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－３」は、放送の途中（時刻「２１：５８」９３
）で電子機器（テレビ）１３の電源のＯＦＦ指示がされている。しかし、ここでは、放送
番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－３」の放送終了直前の電源ＯＦＦ指示であると判断し、最後
まで視聴された番組として重みを設定する。
【００７３】
　図１０は、他の実施形態に係わるサーバにおいて、ユーザの視聴番組指定操作履歴に基
づいて、予め設定されたルールで、番組毎に設定された重みを示す図である。
【００７４】
　ここでは、例えば、上記図９で説明したユーザ履歴データベース３２ａへの記録例を示
している。
【００７５】
　すなわち、図１０に示すように、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－２」１０１を、１番
目の視聴番組として重みを高く、重み「１００」と設定して記録する。
【００７６】
　また、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａ－３」は、ここでは、放送番組「Ｐｒｏｇｒａｍ
　Ａ－３」の放送終了直前の電源ＯＦＦ指示であると判断し、最後まで視聴された番組と
して重み「５０」を設定する。
【００７７】
　なお、上記説明した重み付けの点数は一例であり、実際には異なる重みとしても良い。
【００７８】
　この実施形態においては、上記のように構成することにより、ユーザがチャンネル切り
替え後、継続して視聴した番組もユーザが視聴した番組として記録することが可能になる
。
【００７９】
　また、例えば、ユーザが、あまり興味がないまま、電子機器（テレビ）１３の電源をＯ
Ｎにしていた場合には、これらの視聴番組の嗜好の重みを低くすることが可能となる。
【００８０】
　図１１は、実施形態に係わるサーバの動作を説明するフローチャートである。
【００８１】
　ステップＳ１００は、ここでの開始ステップである。続いて、ステップＳ１０１に進む
。
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【００８２】
　ステップＳ１０１は、サーバ１１が、電子機器（タブレット）１２に向け、電子番組表
データを出力するステップである。続いて、ステップＳ１０２に進む。
【００８３】
　ステップＳ１０２は、電子機器（タブレット）１２の表示部に電子番組表を表示するス
テップである。ここでは、ユーザがチャンネル切り替え（番組指定）し、出力された番組
の視聴履歴データが出力される。続いて、ステップＳ１０３に進む。
【００８４】
　ステップＳ１０３は、サーバ１１が、ユーザのチャンネル切り替え（番組指定）操作履
歴を含む、番組の視聴履歴データを受信するステップである。続いて、ステップＳ１０４
に進む。
【００８５】
　ステップＳ１０４は、ユーザのチャンネル切り替え（番組指定）操作履歴に基づき、予
め設定されたルール（例えば、上記図５乃至図１０）で、例えば、ユーザ嗜好算出部３３
ｃにおいて、番組毎に重みを設定するステップである。続いて、ステップＳ１０５に進む
。
【００８６】
　ステップＳ１０５は、番組毎に設定された重みを、例えば、ユーザ履歴データベース３
２ｂに記憶するステップである。続いて、ステップＳ１０６に進む。
【００８７】
　ステップＳ１０６は、終了ステップであり、ここでの処理は終了する。
【００８８】
　図１２は、実施形態に係わるサーバを用いた、番組視聴システムの他の例を示す図であ
る。
【００８９】
　この例では、電子機器（テレビ）１２３は、サーバ１２１から電子番組表を受信し、表
示すると共に、ユーザがリモコン（図示せず）によるチャンネル番号指定、もしくは電子
番組表から選択したチャンネルに切り替えたことを、サーバ１２１に対して通知する機能
を有する。
【００９０】
　サーバ１２１は、電子機器（テレビ）１２３に対して電子番組表を配信すると共に、電
子機器（テレビ）１２３から通知されたユーザのチャンネル番号変更履歴を記録する。
【００９１】
　上記のように、この実施形態においては、視聴番組の指定、すなわち、放送チャンネル
の切り替え履歴を、電子機器（テレビ）１２またはコントロールデバイス（電子機器（タ
ブレット）１２）からサーバ１１へ通知する。
【００９２】
　サーバ１２は、上記２点のユーザの視聴番組指定操作（チャンネル切り替え）の間に放
送された放送番組に対して上記重みづけを設定し、ユーザ履歴データベース３２ｂに記録
する。
【００９３】
　また、番組の放送途中で別のチャンネルに切り替えられた場合には、重みを低く設定す
る。
【００９４】
　ただし、放送終了直前にチャンネルを切り替えられた場合には、最後まで視聴した番組
として重みの変更はしないようにする。
【００９５】
　また、放送番組の切り替わりタイミング直前にチャンネルが切り変わった場合には、直
前の放送は視聴した履歴には含めないようにする。あるいは、視聴履歴には含めるように
するが、重みを低く設定しても良い。また、放送の途中で、別の放送番組「Ｐｒｏｇｒａ
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ｍ　Ｂ－３」８５に切り替えられたが、その後、再度視聴されている番組は、ユーザが視
聴する意思があると判断し、重みを高く設定する（図８）。
【００９６】
　また、チャンネル切り替えのタイミングと合わせ、電子機器（テレビ）１３の電源ＯＮ
／ＯＦＦのタイミングも判断材料に利用しても良い。
【００９７】
　また、電子機器（テレビ）１３側またはコントロールデバイス（電子機器（タブレット
）１２）側で、チャンネル切り替えの間に放送された番組に重みづけを設定する処理を実
施し、サーバに対しては、視聴番組情報と重みのセットを通知するように構成しても良い
。
【００９８】
　すなわち、この実施形態のサーバ（１１、１２１）は、ユーザの視聴番組指定操作履歴
を含む、番組の視聴履歴データを受信する受信部（ネットワーク通信装置３１）を備える
。
【００９９】
　また、上記ユーザの視聴番組指定操作履歴に基づいて、予め設定されたルールで、番組
毎に重みを設定する設定部（ユーザ嗜好算出部３２ｃ）を備える。
【０１００】
　また、上記番組毎に設定された重みを記憶する記憶部（ユーザ履歴データベース３２ｂ
）を備える。
【０１０１】
　また、上記視聴番組指定操作は、チャンネル切り替え操作を含む。
【０１０２】
　また、上記予め設定されたルールは、例えば、上記視聴番組の指定操作が行なわれた際
に視聴される第１の番組を第１の重み付けとし、上記第１の番組に続いて視聴される第２
の番組は上記第１の重み付けより低い第２の重み付けとする。
【０１０３】
　また、例えば、上記第２の番組に続いて視聴される第３の番組は上記第２の重み付けよ
り低い第３の重み付けとする。
【０１０４】
　また、例えば、上記予め設定されたルールは、ある番組を視聴中に他の番組の視聴が指
定され、予め設定された所定時間以内に上記ある番組の視聴が指定された場合は、上記あ
る番組の重み付けを上記他の番組の重み付けより高くする。
【０１０５】
　また、例えば、上記ユーザの視聴番組指定操作は電子番組表を用いて行なわれる。
【０１０６】
　上記のように構成することによって、この実施形態においては、ユーザの嗜好を推測す
る新たな技術を提供することが可能になる。
【０１０７】
　なお、上記実施形態の制御処理の手順は全てソフトウェアによって実行することが可能
である。このため、制御処理の手順を実行するプログラムを格納したコンピュータ読み取
り可能な記憶媒体を通じてこのプログラムを通常のコンピュータにインストールして実行
するだけで、上記実施形態と同様の効果を容易に実現することができる。
【０１０８】
　なお、上記実施形態は、記述そのものに限定されるものではなく、実施段階では、その
趣旨を逸脱しない範囲で、構成要素を種々変形して具体化することが可能である。
【０１０９】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発
明を形成できる。
【０１１０】
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　例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に
、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【０１１１】
　１１…サーバ、１２…電子機器（タブレット）、１３…電子機器（テレビ）、３１…ネ
ットワーク通信装置、３２…メイン制御部、３２ａ…電子番組表データベース、３２ｂ…
ユーザ履歴データベース、３２ｃ…ユーザ嗜好算出部、３２ｄ…ネットワーク通信制御部
。
【要約】　　　（修正有）
【課題】チャンネルが切り替えられた後の後続番組も、視聴番組履歴として蓄積されるユ
ーザの嗜好を推測する新たな技術を提供する。
【解決手段】サーバは、ユーザの視聴番組指定操作履歴を含む、番組の視聴履歴データを
受信する受信部を備える。また、前記ユーザの視聴番組指定操作履歴に基づいて、予め設
定されたルールで、番組毎に重みを設定する設定部を備える。また、前記番組毎に設定さ
れた重みを記憶する記憶部を備える。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】
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